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口 特集 :呼吸ケアは誰が担うべきか?口

臨床工学技士の立場から

野口裕幸*

1. はじめに

呼吸ケアは、米国呼吸療法学会において、 「呼吸ケア

とは医師の指導監督の下に、心肺系の疾病を持つ患者

に対 して施行される生命維持や健康増進を目的とした

専門的業務である。その業務には、診断的検査、治療、

モニタ リング、 リハビリテーショ ンなどがある。」と定

義している 1)。

その内容は、酸素療法 ・吸入療法 ・人工呼吸管理 ・理

学療法などがあげられる。

本邦において呼吸療法における専門職はなく 、医師

の指示のもと、看護師がケアと安全管理を担っている

ことがほと んどである。また、その中で看護師・理学療

法土 ・臨床工学技士なとが、それぞれの所有する国家

資格により 規定される業務範囲で、医師とともに呼吸

ケアに携わっている。

そこで、臨床てザ:技七の立場として、 fn千I汲ケア |に

ついてどのように関わるか、何ができるかについて述

べる。

2.臨床工学技土の業務範囲

臨床工学技士は、 生命維持管理装置の操作や各種医

療機器の保守点検を主な業務とする。その業務内容は、

次のように分類できる九

(1)血液浄化業務:血液透析療法・ 血築交換療法など

(2)手術室 ・集中治療室 :人工心肺 ・補助循環装置・ 除

細動器 ・ペースメーカ ・各種監視装置など

(3)呼吸療法業務:人工呼吸器などの酸素療法に関連

する機器など

(4)高気圧酸素療法業務 :高気圧酸素治療装置を用い

て治療する業務

(5)その他の治療機器、診断装置、測定機器などの保

守 -点検業務など

またその業務指針において、人工呼吸器 ・吸入療法

機器に関しては、「使用開始前から、使用中、終了後に

おける操作や、点検 ・保守管理、ならびに医師の確認を

受けた呼吸訓練及び酸素療法に関する情報の患者への

提供を業とするぞjとされている 主な業務内科を表 l

に示す"。

したがって、呼吸ケアにおける臨床工学技士の役割

は、生命維持装置である人工呼吸療法、人工呼吸療法

中の各モニタリン グ、 吸入療法装置の操作、 保守管理

などの業務を遂行する ことが求められる。また、人工

表 l 人工呼吸療法業務における臨床工学技士の業務範囲3)

保守・安全管理業務

臨床技術提供業務

教育・研究、情報提供

ホ日本医科大学付属病院 ME部

始業点検、使用中点検、終了点検、定期点検

安全管理、使用中データ確認、

血液ガスチェ ック、設定条件操作、確認 (医師の維持の下)

新規導入機器検討、新機種の動作チ工、ノク

RCTなど研究補助、CPG'EBM情報収集

操作、安全管理の指導

RCT ; randamized control trial 

CPG ; Clinical practice gaidline 

EBM; evidence based medicine 
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呼吸器などの進歩に対する知識の向上および情報提供、

呼吸療法に関する臨床研究などがあげられる。

3.人工呼吸療法における臨床工学技士の業務内容

人工呼吸療法における臨床工学技士の業務内容は、

人工呼吸器の安全・保守管理や臨床技術提供業務およ

び教育とに分けられる。安全 ・保守管理では主に機器

を点検し、いつでも使用できる状態の保持、使用中点

検、 トラブル発生時の対応などを行う。臨床技術提供

業務は、集中治療室や一般病棟など、使用中の機器の

操作、機器から得られる患者情報収集などがあげられ

る。また、その領域も最近では非侵襲的陽圧換気

(NPPV)導入(睡眠時無呼吸症候群の導入検査を含

む)、在宅人工呼吸療法にも対応しているケースが見ら

れる。

1)安全・保守管理

人工呼吸器を安全に使用するためには、日頃からの

保守管理、および使用中点検が重要である。

厚牛労働省は、 平成 13年に「生命維持装置である人

工呼吸器に関する医療事故防止対策についてJにおい

て、「人工呼吸器は耐久性のある医療機穏であることか

ら、定期的な点検、使用に際しての使用前、使用中、使

用後の点検が必要である。この保守点検を適切に行う

ことにより、機器の異常などの発生を未然に防止し、人

工呼吸器を適切かつ安全に使用できるjと示した叫。

(1)使用前点検

患者に装着する前に、機器が正しく安全に作動する

こと、またアラーム機能が正常に作動することの確認

が中心となる。実施はチェアクリストを用いて確認し、

記録する(表2)。使用前点検では、呼吸回路が正しく

組み立てられているか、また呼吸回路からの漏れ(リー

ク)が無いことを確認する。もし呼吸回路や加j鼠加湿

器の破損や、ウォータトラップの亀裂-破損、呼吸回路

組立後の接続部の破損があれば、直ちに交換する。ま

た、呼気弁を装着する機種であれば、呼気弁の状態、や

装着の確認を行う。

また、機器本体や電源プラグ・電源コード、高圧ホー

スアセンブリなどに破損-亀裂・欠損がないこと、接続

状態が正常で、あることの確認も必要である。

作動点検・警報装置の点検では、換気条件 ・警報作動

条件を設定し、テスト肺を用いて設定どおりに作動す
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ることや、警報設定をはずれた場合、確実に警報が作

動すると同時に、安全機構が作動することを確認する。

(2)使用中点検

使用中は、患者側 -人工呼吸器回路-人工呼吸器本

体 -加温加湿器のすべてを確認し、 トラブルを未然に

防ぐ、あるいは万一発生したときにはその影響を最小

限にとどめ、安全に呼吸管理が行えるように努めなけ

ればならない。人工呼吸器や加混加湿器が設定どおり

作動していること、また呼吸回路、患者に異常が無い

ことを確認し、小さな不具合が起きたことを見分けら

れるよう、正常状態を把握する必要がある。

その確認は、定時的、患者状態の記録時、体位変換後

や清拭などの看護・介護後、人工呼吸器の設定変更後、

また検査や搬送後の再装着時、 警報作動時などにおこ

なう。人工呼吸器をもちいて搬送したり、検査したり

する時には同行し、使用中の作動確認はもちろん、パ

ルスオキシメータやカプノメータなどのモニタにも注

意し、安全に人工呼吸が行えていることを確認するこ

とが望ましい。

確認事項を表3に示す。患者側・呼吸回路部・人工呼

吸器本体、加温加湿持(人工鼻)のそれぞれを確認し、

チェックリストに記録することが重要である。

警報発生時は即座に患者の状態を確認し、適切に対

応する。その後、なぜ発生したか原因を見つけ出し、原

因の除去に努める。最新の機種では、警報内容を保存

し過去の内容を確認できるものもあり、それらを原因

究明に活用することもできる。ただし、人工呼吸器の

警報機能だけでは、万一それ自体が作動しなかった場

合に対応できないため、パルスオキシメータや、カプ

ノメータなどのモニタを併用することが望ましい 4)。

(3)使用後点検

使用後は、本体や電源コード・コンセント、 高圧ホー

スアセンブリなどに汚染、破損・欠損が無いか、必要物

品に紛失は無いか確認する。また本体冷却ファンフィ

ルタにほこりがたま っていないか確認し、必要に応じ

て清掃したり、フィルタを交換したりする。また、フィ

ルタなどの消耗品を交換し、次回の使用に備える。

(4)保守点検

人工呼吸器の安全性、信頼性を維持していくために、

機器の清掃や、消耗部品の交換、調整・校正を行う 。ま

た機器性能点検は、点検専用の機器を用いて、換気量、

流量、圧力、酸素濃度、漏れ電流などを測定、調整を行う。
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表2 使用前点検文献納より改変

A)駆動漕

点機項目 内 申告 合否

1供給電源警報確認 電源プラずがコンセ J トに蓋し込まれていない状態で、電源スイッチを入れた時、供給電
灘低下などの警報が鳴ること。

2電源確保 電源プラヲやコ ドに破損主どがないこと。
電源スイ yチを切った状態で、電源プラヅ在所定の電源コンセントに差し込む。
(電源コンセントは非常電源を用いることが望ましい)

3供給ガス警報の確認 空賞および酪棄の耐圧管、プラデ・ピンになどに破損・究織などがないこと。
空気または酸素どちらか一方の耐圧管だけをガス供給源につないだ時、供給ガスの警報が鳴
ること。
(例 ・供給ガス圧低下、空気・酸素供給圧異常者ど)
(冊ト供給ガス圧低下、空気 ・酸素供給圧異常など)

4供給ガスの確保 空気と雌棄耐圧管を所定的ガス供鉛漂につなぐ。
双方的供鉛圧が適正な時、供給ガス白書報が鳴らないこと。供給ガス圧力計がある峻種では、
双方の値を確認して記録する。

B)呼吸困路・加温加湿器

点検項目 内 血管 合百

1呼吸回路の緩続確認 清潔で破損などがない完全企呼吸回路セ y ト在、取扱脱明書に従って正しく接続する。

2加温加湿器の 取短観明書に従い、加湿チャンパ のセットア yプ、誠菌薫留水の注入など必要な操作を
準備と確認 する。

人工轟を使う場合1:、使用前回点機がすべて終了してから使用直前に所定的部位につ主ぐ。

3気温内圧計の 人工呼吸器を作動させてい主い状態で、気道内圧計がゼロを示していること [マノメ タ
ゼロ指示確認 ーあるいはずラフ ィ ~'J にで確腿)。

4テスト肺の接続 清潔で破損などがないテスト肺を呼吸回路の患者接続部につなぐ。

5加温加湿器の 加温加湿器~電海スイ y チを 入れて 、 温度設定など必要な設定を行う 。 ~J 動作確認

C)換摂動作の確認

点機項目 内容

喧嘩スイ yチを入れた時、電海ブレーカー咋動やヒユース'遮断がないこと | 

呼吸回路内を一定の圧力で保つ気密チェックができる機
を行う)。
上自己犠構が主い場合、量規定換買で、ポースJ時聞を2秒程度に設定し、プラトー圧が低下し
ないことを確認する。

円
↓
|
」
|

荒川
3換買条件の設定 鯛節呼吸のみとなる換気モードを選び、必要な条件設定を行う。

酸葉温度、呼吸回数 吸買 ・呼気時間、

一回吸(骨気時圧)換(貫圧量規、定服で気使流う速、ポース時間 (量規定で使う時)、
段定 時)
PEEP 

4嫌気動作の目視確認 3で般定した条件で作動していること をテスト肺の動曹を見て確かめる。この時、 異常生
動作音や異臭が主いこと。

5酸素iA度的確認 酸素濃度計を用いて供鎗酸素温度を測って記録し 許容される誤差内にあること。

6換気量的確認 換気量モニターやスパイロメータを用いて、一固または骨時換気量を測ってle録し、設定
怖と実測値が許容される眼差内にあること。
専用の測定装置があれば、それを用いて測定することが望ましい。

7貫通内庄の確認 気温圧モニターや気通内圧!tで最大吸気圧、 PEEPを測って記録し、設定値と重量HiIが許容
される眼差内にあること。

8手動換気の確認 手勘換買を行うごとに呼吸回路にガスが送られ、テスト飾が膨らむこと。

0)奮報魁作の確U

点機項目 内 白骨 告否

1気温内圧警報の確胞 Cそ) 3で設定した換気条件に従って上限および下限軍報を設定する。換気条件を変えないで
れぞれの警報設定を壷える時、警報が鳴ること。
(例:気通内圧上限・下限、低圧・高圧)

2換気量曹報の確認 Cそ) 3で股定した換気条件に従って上限および下限葺組を段定する。換気条件を変えないで
れぞれの警報段定を壷える時、 警報h'鳴ること。
{例:ー固また1:骨時換気量上限・下限)

3酸素，量産警報の確認 C警)報3設で定E量を定変しえたる酸時素、漫度に上限 下限警報を設定する。温度段定を変えないでそれぞれの
、書輔が鳴ること。

(酸例素:酸素温度上限 ・下主意限が) 
温度計の寿命に注 必要

4回路はずれ時の 患者接続部を大気開放にした時、気温内圧の低下を示す警報が作動すること。
11報確認 (貫道内庄下限、低圧、あるいは無呼吸)

5消音動作の確認 気通内圧あるいは換気量に関する警報を作動させ、消音スイ ッチを押してから所定的時間
が過ぎた時、再び警報音が鳴ること。
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表3 使用中点検項目 文献4)より改変

A)患者側の確認

点検項目 内 ，官ザ与唱

1 )呼吸数 呼吸数に変化はないか

2 )呼吸パ女一ン 呼吸パヲーンに変化はないか

3 )呼気二酸化炭素濃度 数値に変化はないか、波形に変化はないか

4 )心電図 不整脈は出現していないか

5 )血圧 血庄に変動は見られないか

6 )尿量 尿量に変化はないか、尿量は減っていないか

7)中心静脈圧 中心静脈圧に変化はないか

B)呼吸回路・加温加湿器

点検項目 内 町廿、

1呼吸回路の確認 呼吸回路のチュープやコネク合一類の媛続がしっかりしており、ひ
ぴ割れや破績がなく、リークがないこと。
呼吸回路、モ二宮ラインなどに破婦、亀裂、ねじれなどがないこと。

2.加温加湿器の動作確認 設定温度や湿度で安定していること。滅菌蒸留水の補給を要する機
種では加湿チャンバー内の水位をチェ γクすること。
人工轟の場合、交換時期に備えて新しいものを用意する。

3.呼吸回路内過剰 設定温度や湿度で安定 していること。滅菌蒸留水の補給を要する軽量
水分の排出 種では加湿チャンパー内の水位をチェックすること。

人工鼻の場合、交換時期に備えて新しいものを用意する。

C)換気動作の確認

点検項目 内 同骨情

1換気条件の設定 医師から指示された設定条件が維持されていること。

2換気動作の目視確認 患者の胸の動きと気道内圧言十の指示を見て、所定の換気動作が行わ
れていること。また、異常な動作音や異臭がないこと。

以下3.-5は患者より呼吸回路をはずして行う場合もあるので、必ず容態を確認し、医師の許
可を得ること。

3酸素濃度の確認

4換気量の確認

5気道内圧の確認

D )警報動作の確認

点検項目

1.警報条件の設定

酸素濃度計を周いて供給酸素濃度を測って記録し、許容される誤差
内にあること。

換気量モニターやスパイ ロメータを用いて、一固または分時換気量
を測って記録し、設定値と実測債が許容される誤差内にあること。

気道圧モニターや気道内圧言十で最大吸気圧、 PEEP/CPAPを測って記
録し、設定値と実測値が許容される誤差内にあること。

内 -廿
医師から指示された設定条件が維持されていること。

検を実施する。
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合否 |

合否

合否

」

定期的なフィルタの清掃・ 交換、酸素濃度計の調整

などは、使用後点検時に行う場合もあるが、 lヶ月以上

もの長期間にわたり 連続使用する場合は、使用中に一

定期間ごとに実施する。また、院内で3ヵ月ごとな ど、

一定期間を設定し、 使用している機器を交換し保守点

また、点検はいつ実施 したかを用意に確認できるよ

う表示する叫。定期点検、部品交換はメーカ一指定の期

間に行う必要があり 、メーカーに依頼するか、メーカ一

指定の保守点検講習会を受講後、院内にて実施する。
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2)臨床技術提供業務 3)

(1)換気条件・ 警報条件の設定-確認

医師の指示のもと、人工呼吸器の操作を行い換気条

件や警報条件を設定する。確実に変更されたか、変更

後の患者の確認と、人工呼吸器の作動確認を行う 。

(2)患者との向調性の確認

頻繁なファイティングが発生していないか、トリ

ガーレベルは適正か、また気道閉塞を示唆するような

胸郭の動きはないかなどの確認を行う。

(3)各種モニタのチェ ックおよび評価

人工呼吸器のモニタ値やグラフィックモニ夕、パル

スオキシメー夕、カプノメー夕、血液ガスなどのチェッ

クおよびその評価を行う。

各種モニタから得られる情報は、 (a)グラフイックモ

ニタより得られる情報、 (b)肺のメカニクス(コンブ

ライアンス、気道抵抗など)に関する情報、(c)ケア、

吸入などの評価、などがあげられる。また、 (d)血液

ガスの結果からは肺のガス交換能の情報が得られる。

また、これらの情報を組み合わせて評価を行う O その

具体例を以下に示す。

(a)グラフィァクモニタ

. Pressure targetの強制換気時に、l吸気時間は正 しく設

定されているか。(F1ow-time波形)

-過膨張を起こしていないか (Pressure-vo1ume曲線)

.呼気時間は適正か、呼気時間延長により、 alftrapが

生じていないか0

・PEEPレベルは適正か。 (Pressure-vo1ume曲線、flow-

tim巴波形などから得られる auto-PEEPの確認)

(b)肺のメカニクスに関する情報

-動肺コンブライアンス:Cdyn = 1回換気量/(プラ

トー圧 PEEP) 

Cdyn ; dynamic comp1iance動肺コンブライアンス

-吸気抵抗 :R=(ピーク圧 プラトー圧)/吸気流量

(flow) 

R ; Resistance吸気抵抗

(c)ケア、吸入などの評価

・気管内吸引前後に、一回換気量や気道内圧の変化に

注目することで、その効果を判断する。

. Pressure-time 波形にて、呼気波形に注目し、気管内

吸引の効果を確認できる。

-気管支拡張剤を用いた治療に対する評価を行う 。

(F1ow-vo1ume曲線)
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(d)血液ガスの結果より得られる肺のガス交換能の情報

P/F比:Pa02/ FI02 

. OI(oxygen index): (FI02 X 100) X平均気道内圧!pa02

.死腔換気率:(VD/VT) (PaC02-PETC02) !paC02 

VD : dead space ;死腔換気量

VT : Tida1 Vo1ume ; 1回換気量

-肺胞気一動脈血酸素分圧較差 (A-aD02): 

A-aD02 = PA02-Pa02 二 (713X FI02-PaC02/ 

RQ)ーPa02

RQ ; respiratory quotient呼吸商0.8(ただし、 100%酸

素投与下では1.0)

(4)自発呼吸有無の確認、ウ イーニング可否の評価 (プ

ロトコールに基づいて)

自発呼吸が出現するか、自発呼吸がある場合は

ウィーニング可能かを評価し、可能であれば早期抜管

に向けてウィーニングを進めるよう、医師に進言する。

また、ウイ ーニングはプロトコールのもと 、医師、技士

により行うが、医師と逐次確認することで連携を図る O

4 臨床工学技|二が関わる他業務との違いと、問題点"

人工呼吸療法業務以外の臨床工学技上が関わる業務

のうち、透析や手術中の体外循環などの業務では、限

定された使用する場所・時間で臨床技術を提供している O

一方、人工呼吸療法業務では、人工呼吸器の使用場

所が集中治療室、救命救急センタ一、一般病棟など多

岐に渡り 、また、いつ使用開始するかわからないこと

が多い。 また、人工呼吸器の使用終了についても、その

時間は決ま っていないことがほとんどである。また、そ

の使用期間が1時間未満のこともあれば、長期関連続し

て使用する場合も少なくない。

そのような中、残念ながら多くの施設において、す

べての使用部署に臨床工学技士が配置されているわけ

ではない。さらに業務形態は各施設で様々であり、臨

床工学技士が常時配置されているわけではなく、人工

呼吸療法に専従しているものはきわめて少ない。その

ため、臨床工学技士が配置されている施設においても

上記内容の業務が全て行えるわけではない。通常、常

時配置されているわけではないため、勤務時間帯のみ

の対応となってしまうことがほとんどである。さらに、

アラームが発生しでも、発生時に臨床工学技士が人工

呼吸器の使用場所にいることは希で、適切なアセスメ

ントが行えないことも多々ある。
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従って、臨床工学技士の人工呼吸療法への関わりは、

チーム医療の中で患者に関与することはあまり行われ

ておらず、医師に対する情報提供、医師・看護師への安

全対策指導、また人工呼吸器の始業点検、巡回による

使用中点検、呼吸回路交換、および機器の定期点検な

ど主に人工呼吸器側に重点を置いた業務内容が多いよ

うに思われる。

現時点では、できることを確実に行い、少しずつ業

務を確立していくことが重要である O

5.他職種との連携

人工呼吸器管理では、医師・看護師 ・理学療法士・臨

床工学技士などがそれぞれの視点で患者と接し、チー

ム医療として機能することが望ましい。そのような中

で近年、様々な職種がチームを形成し、院内呼吸療法

のトータルサポートを実施している病院が増えつつあ

る。その形態は様々であるが、活動内容は教育活動、 マ

ニュアル・点検リ ストの作成、院内巡回による安全確

認な どがあげられる。その中で臨床工学技土は、主に

安全管理に関して他職種と連携を図り活動している。

当院では、院内呼吸管理チームの活動として、人工呼

吸器使用前-使用中チェックリストを作成し、また、使

用前点検マニュアルの作成を行い、その啓発のため人

工呼吸勉強会を看護部と共同で開催している。

人工呼吸 :23巻2号

6. 結語

本稿では、呼吸ケアの中の人工呼吸療法に関して、臨

床工学技士が行える業務内容、及びその現況について

述べた。

臨床工学技士として、 トラブル発生時など、迅速な対

処を行えるような環境、すなわち人工呼吸器使用部署

への技士の配属、人工呼吸器の機能の理解を深めるこ

と、さらに囲内外で出される EBM (Evidence based 

medicine)や臨床診療指針 (Clinicalpractice guideline : 

CPG)などの情報を常に取り入れなければならない。ま

た、{也職種との連携を図り、安全な人工呼吸療法業務

の提供を行うことが重要である。

参考文献

1) 古賀俊彦:序文.EBM呼吸ケアハンドブック(第l

版).古賀俊彦，東京，照林社， 1998， ppl-2 

2) 日本臨床工学技士会ホームページ 臨床工学技士

の業務 http://www.jacet.or.jp/ 

3) 野口裕幸 :人工呼吸療法と臨床工学技士のかかわ

り.医工学治療 18: 63-67， 2006 

4) 厚生労働省:医薬発第248号「生命維持装置である

人工呼吸器に関する医療事故防止対策についてJ，

2001. 

5) 野口裕幸:臨床工学技士からみた人工呼吸器の安

全管理体制.日本呼吸管理学会誌， 14: 376-379， 2005 


